
協議・確認   

■「広報広聴関係事業の取扱いについて」 

協議確認内容 
１．広報誌については、合併時に統合し情報の提供に努める。 
２．ホームページについては、合併後速やかに新町のホームページを開設
し、内容の充実を図る。 

３．防災行政無線の設備・機器については当面現行どおりとし、放送内容・
放送時間については合併時までに調整する。 

４．相談業務については、新町において現行の相談業務が実施できるよう調
整する。 

５．その他の広報広聴関係事業については、新町において調整し充実を図
る。 

以上が協議・確認されました。 



提案 協議３８号 広報広聴関係事業の取扱い 

 秦荘町の現状 愛知川町の現状 具体的な調整方針（案） 

広報紙 

○「広報はたしょう」 
 発行回数 月１回 
 
○外国人向け広報紙 
 なし 

○「広報えちがわ」 
 発行回数 月２回（１回はお知らせ版） 
 
○外国人向け広報紙 
発行回数 月１回（ポルトガル語） 

広報紙については、合併時に統合し情報の提
供に努める。 
発行回数は、お知らせ版を含め毎月２回とし、
発行日は合併時までに調整する。 
配布方法については、現行のとおり区長を通
じて配布するものとし、自治会未加入者には郵
送で配布する。 

ホームペ
ージ 

 
秦荘町ホームページ 
【http://www.town.hatasho.shiga.jp】 
 

 
愛知川町ホームページ 
【http://www.town.echigawa.shiga.jp】
 

 
合併後速やかに新町のホームページを開設
し、内容の充実を図る。 

○町防災行政無線放送（平成 14 年度整備） 
・町内全世帯に個別受信機を無償貸与。 
・各集落および町公共施設に屋外拡声子局
および地区通報用電話機を設置。 
・放送時間 

７：00 時報チャイム 
７：30 朝のお知らせ 
12：00 時報チャイム 
17：00（7～9月は 18：00）  

時報チャイム 
19：00 夜のお知らせ 

 
 

○町防災行政無線放送（平成 12 年度整備） 
・町内全世帯および事業所に個別受信機
を無償貸与。 

・各集落および町公共施設に屋外拡声子
局および地区通報用電話機を設置。 
・放送時間 

６：30 時報チャイム 
７：30 朝のお知らせ 
12：00 時報チャイム 
12：30 昼のお知らせ 
17：00（5～10 月は 18：00）  

時報チャイム 
19：30 夜のお知らせ 

防災行政無線の設備・機器については、当面
現行どおりとする。 

 
緊急一括放送については、合併時までに調整
する。 

 
放送内容・放送時間については、合併時まで
に調整する。 
 
 
 

○聴覚障害者用受信装置 
 ・文字表示受信機（聴覚障害者） 
  １５台 
 ・緊急時のみ使用 
 

○聴覚障害者用受信装置 
 ・ＦＡＸ受信装置（聴覚障害者、区長） 
  ３９台 
 ・月１回行事予定表の送付および緊急時
のみ使用 

 

聴覚障害者等の受信機については当面現行ど
おりとし、送信内容および設置については、合
併時までに調整する。 
 

放送によ
る広報 

○有線放送 
実施あり 

○有線放送 
なし 

現行どおりとする。 
 

 



提案 協議３８号 広報広聴関係事業の取扱い 

 秦荘町の現状 愛知川町の現状 具体的な調整方針（案） 

相談業務 

（相談の名称）       （回数） 

・人権行政相談（総務課）      月２回 
・妊婦・母子相談（保健センター）   月１回 
・生活習慣病予防（保健センター）   月２回 
・乳幼児発達相談（保健センター）   随 時 
・栄養相談（保健センター）         月１回 

（予約制）
・女性の悩み相談（総務課）         月１回 

（予約制）
・心の教育相談（郡少年指導センター）月１回
・就労相談（総合センター）     随 時
・よろず相談（住民課）       月３回 
・無料法律相談（総務課）      月１回 

（相談の名称）          （回数）

・行政相談（総務課）          月１回 
・健康相談（保健センター）       随 時 
・歯科相談（保健センター）       月１回 
・子育て相談（保健センター）      月３回 
・栄養相談（保健センター）       月１回 
・教育相談（郡少年指導センター）    随 時 
・心の教育相談（郡少年指導センター）  月１回 
・人権相談（同和対策課）       年 12回 
・就労相談            毎週火･水･木
  （川久保保愛館、山川原会館） 
・女性の悩みカウンセリング（総務課）  月１回 

(予約制) 
・弁護士による町民無料法律相談        月１回 

（総務課）         (予約制) 

新町において現行の相談業務が
実施できるよう調整する。 

 


